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Information on the city to you ｛今月のお題は・・・｝｛市の話題を細かくじっくり・・・｝Series of topic

お知
らせ

シリ
ーズ 市の話題
の

　

本
丸
南
面
石
垣
の
積
み
直
し
が
、
１
月
18
日
か
ら
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
積
み
直
し
の
準
備
工
事
で
は
、
崩
落
の
危

険
性
が
あ
る
石
垣
の
解
体
や
、
昭
和
時
代
に
施
工
さ
れ
た

練ね
り

積づ

み
部
分
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
除
去
な
ど
を
行
っ
て
き
ま

し
た
。

　

ま
た
、
石い

し
く工
職
人
に
よ
る
石
材
調
査
で
は
、
再
利
用
可

能
か
ど
う
か
の
判
断
を
行
い
な
が
ら
、
石
垣
を
震
災
前
の

姿
に
戻
す
検
討
を
繰
り
返
し
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
最
初
に
積
み
直
し
が
行
わ
れ
る
根
石
部
分
の
石
材
は
、

大
き
く
破
断
し
て
い
る
も
の
が
多
い
た
め
、
大
半
を
新
し

い
石
材
に
交
換
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
地
中
に
埋
ま
っ
て
い
た
江
戸
時
代
の
石
垣
の

上
に
、
真
新
し
い
石
材
が
積
み
上
げ
ら
れ
る
様
子
は
、
ま

さ
に
石
垣
再
生
へ
の
第
一
歩
で
す
。

　

東
日
本
大
震
災
で
石
垣
が
崩
落
し
、
現
在
、
修
復

に
向
け
た
作
業
を
進
め
て
い
る
、
本
市
の
シ
ン
ボ
ル

小
峰
城
。
１
月
18
日
か
ら
は
、
本
格
的
な
再
生
へ
の

第
一
歩
と
な
る
石
垣
の
積
み
直
し
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

今
月
号
で
は
、
積
み
直
し
に
向
け
た
取
り
組
み
や

そ
の
様
子
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問文化財課（歴史民俗資料館）☎㉗2310
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▶
一
般
公
開
の
様
子

▲積み直し作業の様子

▶
石
垣
解
体
の
様
子

▶
解
体
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
除
去
後
の
様
子

▶
コ
ン
ク
リ
ー
ト
除
去
の
様
子

本格的な再生へ、石垣の積み直しを開始

　国民健康保険に加入されている方は、ほかの健康保険への加入や、住所を異動
した場合など、変更が生じたときは届け出が必要です。
　今月号では、国民健康保険の届け出や注意事項などについてお知らせします。

　医療費（10割）のうち、国民健康保険に加
入している方が病院等の窓口で支払うのは、負
担割合（３割など）に応じた医療費の一部です。
残りの費用（７割など）は市が病院等へ支払っ
ています。 

　本庁舎国保年金課☎㉒1111　内２172

問い合わせ先

　本庁舎国保年金課本庁舎国保年金課☎㉒㉒1111　内２1721111 内２172

問い合わせ先

国民健康保険の仕組み

　社会保険等（協会けんぽ、健康保険組合、共
済組合等）への加入や市外への転出により、本
市の国民健康保険を脱退（資格を喪失）したに
もかかわらず、そのまま本市の保険証を使って
病院等を受診した場合、本来は、ほかの健康保
険が負担しなければならない医療費を本市が支
払うことになります。
　そのため、間違って使用してしまった場合は、
本市が負担した分の医療費を返還していただく
ことになりますので、ご注意ください。
《ポイント》
社会保険等の加入日は？
○　社会保険等の資格が発生した日となります。
×　社会保険等の「保険証」の交付を受けた日
　　ではありません。
※社会保険等の保険証が交付されるまでに時間
が掛かる場合があります。交付までの間に病
院等を受診する場合は、勤務先で被保険者の
証明書等を交付してもらい、受診してください。

国民健康保険を脱退し、ほかの健康保険
に加入する際は、ご注意ください

※国保（国民健康保険）、健保（ほかの健康保険）

　３月から４月にかけては、住所の異動（転
入・転出）や新しい職場に就職される方が増
える時期です。
　次の場合は届け出が必要ですので、忘れず
に手続きをしてください。

届け出が必要な場合 持参するもの

国保
加入

ほかの市町村から転入したとき

ほかの健康保険をやめたとき 健保をやめた証明書

子どもが生まれたとき 保険証

国保
脱退

ほかの市町村へ転出したとき 保険証

ほかの健康保険に加入したとき 国保と健保の保険証

加入者が死亡したとき 保険証

その
ほか

市内の住所が変わったとき 保険証

世帯主が変わったとき 保険証

世帯を分けたり一緒になったとき 保険証

保険証を紛失したとき 本人を証明するもの

退職者医療制度に該当するとき 保険証・年金証書

忘れずに届け出をしましょう　

国民健康保険証を国民健康保険証を
　　　正しく使いましょう　　　正しく使いましょう

届け出を忘
れずに

届届届届届届けけ届届届届

　修復工事の様子を、毎月第３日曜日（午前10時～午後１時）に一般公開
しています。石垣が積み直されていく様子をぜひご覧ください。

《一般公開》


